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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１表示パネルと、
　前記第１表示パネルの背面側に配置される第２表示パネルと、
　前記第２表示パネルの背面側に配置される発光部と、
　第１表示モードと、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制
される第２表示モードと、のうちいずれかを、入力画像に付加された前記入力画像の種類
を示す情報に基づいて選択する選択手段と、
　入力画像全体に対して、前記選択手段に選択された表示モードに応じた画像処理を行っ
て処理画像を生成する生成手段と、
を備え、
　前記第２表示パネルは、前記処理画像に基づいて、前記発光部から発せられた光を変調
し、
　前記第１表示パネルは、前記入力画像に基づいて、前記第２表示パネルから出力された
光を変調する、
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記第２表示モードが選択された場合、前記生成手段は、前記入力画像の画素を拡げる
処理を施して、前記処理画像を生成する、
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
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【請求項３】
　前記第１表示モードが選択された場合、前記生成手段は、前記入力画像を前記処理画像
として出力する、
ことを特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】
　第１表示パネルと、
　前記第１表示パネルの背面側に配置される第２表示パネルと、
　前記第２表示パネルの背面側に配置される発光部と、
　第１表示モードと、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制
される第２表示モードと、を含む複数の表示モードのうちいずれかを選択するためのユー
ザの選択指示を入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された選択指示に応じて、前記複数の表示モードのうちいずれ
かの表示モードを選択する選択手段と、
　入力画像全体に対して、前記選択手段により選択された表示モードに応じた画像処理を
行って処理画像を生成する生成手段と、
を備え、
　前記第２表示パネルは、前記処理画像に基づいて、前記発光部から発せられた光を変調
し、
　前記第１表示パネルは、前記入力画像に基づいて、前記第２表示パネルから出力された
光を変調することを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、入力画像の対象画素の画素値に基づいて、前記対象画素に対応する処
理画像の画素から拡大範囲に含まれる画素の画素値を決定して、前記処理画像を生成する
ものであって、
　前記第１表示モードが選択された場合の第１拡大範囲より、前記選択手段により前記第
２表示モードが選択された場合の第２拡大範囲の方が広い、
ことを特徴とする請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記選択手段は、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制さ
れ、かつ、前記第２表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制されない第
３表示モードをさらに選択可能である、
ことを特徴とする請求項４または５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記第１表示パネルおよび前記第２表示パネルは、それぞれ液晶パネルである、
ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第２表示モードが選択された場合に、前記第１表示パネルに表示される画像のコン
トラストは、前記第１表示モードが選択された場合よりも、低い、
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記選択手段により前記第１表示モードが選択された場合に生成される第１処理画像よ
りも、前記選択手段により前記第２表示モードが選択された場合に生成される第２処理画
像の方がぼやけた画像である、
ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記画像処理は、観察者の視差による二重像の発生が抑制されるように、前記表示装置
が表示する画像をぼやけさせるための処理である、
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第１表示パネルは、前記画像処理が適用されていない前記入力画像に基づいて、前
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記第２表示パネルから出力された光を変調する、
ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記第２表示パネルは、前記発光部から発せられた光を前記処理画像に基づく透過率で
透過し、
　前記第１表示パネルは、前記第２表示パネルから透過した光を前記入力画像に基づく透
過率で透過することによって、画像を表示する、
ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　第１表示パネルと、
　前記第１表示パネルの背面側に配置される第２表示パネルと、
　前記第２表示パネルの背面側に配置される発光部と、
を備える表示装置の制御方法であって、
　第１表示モードと、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制
される第２表示モードと、のうちいずれかを、入力画像に付加された前記入力画像の種類
を示す情報に基づいて選択する選択ステップと、
　入力画像全体に対して、前記選択ステップで選択された表示モードに応じた画像処理を
行って処理画像を生成する生成ステップと、
　前記発光部から発せられた光を前記第２表示パネルにより前記処理画像に基づいて変調
し、前記第２表示パネルから出力された光を前記第１表示パネルにより前記入力画像に基
づいて変調することにより画像を表示する表示ステップと、
を有することを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記第２表示モードが選択された場合、前記生成ステップでは、前記入力画像の画素を
拡げる処理を施して、前記処理画像を生成する、
ことを特徴とする請求項１３に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記第１表示モードが選択された場合、前記生成ステップでは、前記入力画像を前記処
理画像として出力する、
ことを特徴とする請求項１３または１４のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１６】
　第１表示パネルと、
　前記第１表示パネルの背面側に配置される第２表示パネルと、
　前記第２表示パネルの背面側に配置される発光部と、
を備える表示装置の制御方法であって、
　第１表示モードと、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制
される第２表示モードと、を含む複数の表示モードのうちいずれかを選択するためのユー
ザの選択指示を入力する入力ステップと、
　前記入力ステップにおいて入力された選択指示に応じて、前記複数の表示モードのうち
いずれかの表示モードを選択する選択ステップと、
　入力画像全体に対して、前記選択ステップで選択された表示モードに応じた画像処理を
行って処理画像を生成する生成ステップと、
　前記発光部から発せられた光を前記第２表示パネルにより前記処理画像に基づいて変調
し、前記第２表示パネルから出力された光を前記第１表示パネルにより前記入力画像に基
づいて変調することにより画像を表示する表示ステップと、
を有することを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項１７】
　前記生成ステップでは、入力画像の対象画素の画素値に基づいて、前記対象画素に対応
する処理画像の画素から拡大範囲に含まれる画素の画素値を決定して、前記処理画像を生
成するものであって、
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　前記第１表示モードが選択された場合の第１拡大範囲より、前記選択ステップで前記第
２表示モードが選択された場合の第２拡大範囲の方が広い、
ことを特徴とする請求項１６に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１８】
　前記選択ステップでは、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が
抑制され、かつ、前記第２表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制され
ない第３表示モードをさらに選択可能である、
ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の表示装置の制御方法。
【請求項１９】
　前記第１表示パネルおよび前記第２表示パネルは、それぞれ液晶パネルである、
ことを特徴とする請求項１６から１８のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項２０】
　前記第２表示モードが選択された場合に、前記第１表示パネルに表示される画像のコン
トラストは、前記第１表示モードが選択された場合よりも、低い、
ことを特徴とする請求項１３から１９のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項２１】
　前記選択ステップで前記第１表示モードが選択された場合に生成される第１処理画像よ
りも、前記選択ステップで前記第２表示モードが選択された場合に生成される第２処理画
像の方がぼやけた画像である、
ことを特徴とする請求項１３から２０のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項２２】
　前記画像処理は、観察者の視差による二重像の発生が抑制されるように、前記表示装置
が表示する画像をぼやけさせるための処理である、
ことを特徴とする請求項１３から２１のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項２３】
　前記第１表示パネルは、前記画像処理が適用されていない前記入力画像に基づいて、前
記第２表示パネルから出力された光を変調する、
ことを特徴とする請求項１３から２２のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項２４】
　前記第２表示パネルは、前記発光部から発せられた光を前記処理画像に基づく透過率で
透過し、
　前記第１表示パネルは、前記第２表示パネルから透過した光を前記入力画像に基づく透
過率で透過することによって、画像を表示する、
ことを特徴とする請求項１３から２３のいずれか１項に記載の表示装置の制御方法。
【請求項２５】
　請求項１３から２４のいずれか１項に記載の制御方法の各ステップをコンピュータに実
行させるためのプログラム。
【請求項２６】
　請求項２５に記載のプログラムを記憶するコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置において高コントラスト表示を実現させる方式の一つとして二重液晶技術
がある。二重液晶技術とは、液晶パネルを２枚重ね合わせることにより、液晶パネルを１
枚用いる構造よりも大幅にコントラストを改善する技術である。
【０００３】
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　二重液晶技術では、液晶を二重に配置する際、液晶パネル同士の接触による傷等を防止
するため液晶パネル間に空間を設けることが多い。また、液晶パネル間に空間を設けなく
ても、液晶パネル自体の厚みによる空間が存在する。この空間の影響により、例えば図６
のような画像を真正面から見た場合、図７のように一本の線に見えるが、図８のように斜
め方向から画像を見た場合、観察角度（方向）によっては２つの液晶パネルの同じ位置に
表示されている画像が異なる位置に見える場合がある。この場合、図８のように二本の線
に見える。この現象は、文字列や数字列等の高周波の画像で階調段差のはっきりした画像
で特に顕著であり、文字や数字が二重に見えて視認性が良くないという問題がある。
　この問題を解決する方法として、バックライト側液晶の透光領域を、入力画像信号の表
示領域を内包する領域とすることで、観察方向によらず視認性が低下することを抑制する
技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４９８９号公報
【特許文献２】特開２０１３－１３０８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述のように、二重液晶技術では観察角度によって画像が二重に見える現象が発生する
場合がある。しかし、二重液晶でも視認性が低下しにくい（二重に見えにくい）画像もあ
る。例えば、自然画やマンモグラフィーの診断画像等、階調変化が滑らかな画像では、上
記の従来技術に開示された技術を用いずに１枚目と２枚目の液晶パネルを同一の表示にし
ても画像が二重に見える現象は起こりにくい。このような画像の表示において上記の従来
技術を適用すると、画像が二重に見える現象は抑制できる。しかし、解像度が荒く輝度差
のはっきりしない表示となったり、正面から見た場合にはハローが発生したり、二重液晶
の利点である面内コントラストの向上の効果が少なくなったりする。
【０００６】
　そこで、本発明は、二重液晶を備えた表示装置において、表示する画像に応じて最適な
表示制御を行うことで高い表示画質と良好な視認性とを両立させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、第１表示パネルと、
　前記第１表示パネルの背面側に配置される第２表示パネルと、
　前記第２表示パネルの背面側に配置される発光部と、
　第１表示モードと、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制
される第２表示モードと、のうちいずれかを、入力画像に付加された前記入力画像の種類
を示す情報に基づいて選択する選択手段と、
　入力画像全体に対して、前記選択手段に選択された表示モードに応じた画像処理を行っ
て処理画像を生成する生成手段と、
を備え、
　前記第２表示パネルは、前記処理画像に基づいて、前記発光部から発せられた光を変調
し、
　前記第１表示パネルは、前記入力画像に基づいて、前記第２表示パネルから出力された
光を変調する、
ことを特徴とする表示装置である。
 
【０００８】
　本発明は、第１表示パネルと、
　前記第１表示パネルの背面側に配置される第２表示パネルと、
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　前記第２表示パネルの背面側に配置される発光部と、
を備える表示装置の制御方法であって、
　第１表示モードと、前記第１表示モードよりも観察者の視差による二重像の発生が抑制
される第２表示モードと、のうちいずれかを、入力画像に付加された前記入力画像の種類
を示す情報に基づいて選択する選択ステップと、
　入力画像全体に対して、前記選択ステップで選択された表示モードに応じた画像処理を
行って処理画像を生成する生成ステップと、
　前記発光部から発せられた光を前記第２表示パネルにより前記処理画像に基づいて変調
し、前記第２表示パネルから出力された光を前記第１表示パネルにより前記入力画像に基
づいて変調することにより画像を表示する表示ステップと
を有することを特徴とする表示装置の制御方法である。
【０００９】
　本発明は、上記方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである
。
　本発明は、上記プログラムを記憶するコンピュータが読み取り可能な記憶媒体である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、二重液晶を備えた表示装置において、表示する画像に応じて最適な表
示制御を行うことで高い表示画質と良好な視認性とを両立させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１～３の表示装置の構成の一例を示す模式図
【図２】実施例１のメイン構成の一例を示すブロック図
【図３】実施例１の処理を示すフローチャート
【図４】広視野角モードの一例を示す模式図その１
【図５】広視野角モードの一例を示す模式図その２
【図６】パターン画像の一例
【図７】パターン画像の一例を広視野角モードで表示した場合の模式図
【図８】パターン画像の一例を狭視野角モードで表示した場合の模式図
【図９】自然画像の一例及び広視野角モードで表示した場合の模式図
【図１０】実施例２の処理を示すフローチャート
【図１１】実施例３の処理を示すフローチャート
【図１２】実施例３の医療用ビューワの表示例
【図１３】実施例４の表示装置の構成の一例を示すブロック図
【図１４】実施例４での表示モード設定と画像生成との関係を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（実施例１）
　本発明の実施例１の表示装置について説明する。
　図１は、実施例１の表示装置の構成を示すブロック図である。
　表示装置は第１表示手段である表面側の第１液晶パネル１１２と、第２表示手段である
バックライト１０１及びバックライト側に配置されバックライト１０１からの光を変調す
る第２液晶パネル１１１と、を有する。第２液晶パネル１１１は第１液晶パネル１１２を
通して視認可能である。液晶パネルを二重にする場合、モアレを防止するため、第１液晶
パネル１１２に対し一定の間隔をあけて背面側に第２液晶パネル１１１を設けるか、又は
拡散シート１０２のような光学シートを挟んで第１液晶パネル１１２の背面側に第２液晶
パネル１１１を設ける。実施例１では、拡散シート１０２を液晶パネル間に挟にで設け、
液晶パネル間隔はなるべく空けない構成とした。
【００１３】
　液晶パネルの表示モードとして、ＩＰＳ（In Plane Switching）、ＶＡ（Vertical Ali
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gnment）、ＴＮ（twisted nematic）等の種々の方式がある。どの方式の液晶パネルを有
する表示装置にも本発明は適用可能だが、実施例１では第２液晶パネル１１１及び第１液
晶パネル１１２はＩＰＳ方式の液晶パネルであるとする。
【００１４】
　図２は実施例１の表示装置の機能構成を示す図である。
　図２において、画像処理部２０２は、受信した画像信号２０１（第１画像データ）の内
容に応じて所定の画像処理を施し、第２画像データを生成する。画像処理部２０２は、第
１画像データの内容に応じて、第２液晶パネル１１１と第１液晶パネル１１２のそれぞれ
に第１画像データ又は第２画像データを出力する。
　タイミング生成部２０３は、第２液晶パネル１１１及び第１液晶パネル１１２に画像デ
ータを出力するタイミングを制御し、両液晶パネルにおける画像表示を同期させる。
【００１５】
　図３は実施例１の処理を表すフローチャートである。
　ステップＳ３０１で画像信号（第１画像データ）が入力される。
　ステップＳ３０２において、画像処理部２０２は判別処理を行う。画像処理部２０２は
、判別処理において、第１画像データのが広視野角モードと狭視野角モードのどちらに適
した画像かを判別する。
【００１６】
　狭視野角モードとは、高コントラスト表示が得られるように第２液晶パネル１１１と第
１液晶パネル１１２に同じ画像（第１画像データに基づく画像）を表示させる表示モード
である。狭視野角モードでは、第１液晶パネル１１２と第２液晶パネル１１１との両方に
第１画像データに基づく画像を表示させる。
【００１７】
　広視野角モードとは、観察方向によらず画像が二重に観察されにくくするように、広視
野角モード用の画像（第２画像データ）を生成し、それを第２液晶パネル１１１に表示す
る表示モードである。広視野角モードでは、第１液晶パネル１１２に第１画像データに基
づく画像を表示させ、第２液晶パネル１１１に第２画像データに基づく画像を表示させる
。第２画像データは、第１液晶パネル１１２と第２液晶パネル１１１の同じ位置にある画
素が、観察者による観察方向に応じて生じる視差により異なる位置に視認されることによ
る二重像を抑制するために第２液晶パネル１１１に表示させる画像データである。
【００１８】
　例えば、文字列（テキスト）やグラフィックスのパターンからなる画像のように、画像
内の輝度変化（階調変化）が比較的大きい画像は、観察方向が斜めになると二重に見えや
すい。しかし、観察者にとっての表示品質の感じ方においてコントラストが余り大きく影
響しない。すなわち高コントラストで表示しなくても観察者は表示品質が低いとは感じに
くい。そのため高コントラストで表示する必要性が比較的低い。このような画像を画像処
理部２０２は広視野角モードに適した画像と判別する。
【００１９】
　一方、映画や風景等の自然画像（実写画像）は、画像内の輝度変化（階調変化）が比較
的小さく滑らであるため、観察方向が斜めになっても二重に見えにくい（二重になってい
ることが視認されにくい）。しかし、コントラストが観察者にとっての表示品質の感じ方
に影響が大きい。すなわちコントラストが低いと表示品質が低いと感じやすい。このよう
な画像を画像処理部２０２は狭視野角モードに適した画像と判別する。
【００２０】
　実施例１では、画像処理部２０２は、画像解析により第１画像データの画像の内容の判
別を行う。例えば、画像処理部２０２は、画像を画素単位でスキャンし、画素の階調変化
の波形が矩形波のように急峻な変化か否かを判別し、その判別結果に基づき、広視野角モ
ードが適した画像か狭視野角モードが適した画像かを判別する。例えば、画像処理部２０
２は、画像内の階調変化（輝度変化）の大きさを示す特徴量を求め、所定の閾値と比較す
る。輝度変化の大きさが閾値より大きい場合、広視野角モードが適した画像と判定し、輝
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度変化の大きさが閾値以下の場合、狭視野角モードが適した画像と判定するようにするこ
とができる。なお、画像の種類を判別する方法は、これに限定されず他の方法を用いても
良い。
【００２１】
　ステップＳ３０３において、画像処理部２０２は、ステップＳ３０２の判別結果に基づ
き、表示モードを広視野角モード又は狭視野角モードに切り替える処理を行う。狭視野角
モードの場合、ステップＳ３０４に進む。広視野角モードの場合、ステップＳ３０５に進
む。
　ステップＳ３０４において、画像処理部２０２は、第２液晶パネル１１１及び第１液晶
パネル１１２で同じ画像を出力する。
　ステップＳ３０５において、画像処理部２０２は、第２液晶パネル１１１に表示させる
ための画像を生成する。この処理において、画像処理部２０２は、元の入力画像よりも粗
い画像（低解像度の画像）を表示する。
【００２２】
　広視野角モードにおいて第２液晶パネル１１１に表示させる画像の生成方法を図４、図
５を用いて説明する。
　図４において、観察者が画面を観察する方向を表す観察角度θ（視野角）、液晶パネル
間距離ｄ、画素ピッチｐとする。斜めから観察したときに二重に見えることを抑制するた
めに、広視野角モードでは、元画像（第１液晶パネル１１２に表示する画像）の各画素を
ｘ画素ずつ周囲に拡げることにより生成した画像を第２液晶パネル１１１に表示する。ｘ
は以下の式で決めることができる。

【数１】

 
　屈折率を考慮する場合は図５のようにして求める。観察角度θに対し、第２液晶パネル
１１１と第１液晶パネル１１２の間を進む光線の第１液晶パネル１１２に対する角度をφ
、空気の屈折率をＮａ、液晶パネルの屈折率をＮｐとすると、スネルの法則より以下の式
が成り立つ。

【数２】

 
　この関係から、観察確度θから見た場合、第２液晶パネル１１１と第１液晶パネル１１
２との表示位置のズレ量ｒは以下の式で表すことができる。
【数３】

 
　よって、二重に見えることを抑制するには、元画像の各画素を以下式で決まるｘ画素だ
け周囲に拡げることにより生成した画像を第２液晶パネル１１１に表示すれば良い。
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【数４】

 
　ただし、屈折率を考慮した例では、第２液晶パネル１１１に表示する画像の解像度の低
下量が小さくなるので、二重に見えることを十分に抑制できない場合がある。例えば、２
枚の液晶パネル同士が微妙な位置ずれを起こした場合には、二重に見えてしまうことがあ
る。
【００２３】
　上述した広視野角モード選択時の第２液晶パネル１１１に表示する画像の生成方法は一
例であり、これに限られない。例えば、液晶パネル間に拡散シートを配置した場合はその
拡散の程度に応じて広視野角モード時に第２液晶パネル１１１に表示する画像を生成する
。
【００２４】
　次に、狭視野角モードと広視野角モードのそれぞれにおける画像の見え方について説明
する。ここでは、図６に示すような、黒地に一本の縦の白線があるような画像を表示した
場合の見え方を例に説明する。このようなパターン画像は、観察方向が斜めになると二重
に見えやすい画像であり、広視野角モードが適した画像である。
【００２５】
　パターン画像を狭視野角モードで表示した場合、正面から見れば表示が重なるので、図
７のように一本の線に見える。しかし、斜めから画像を見ると、図８のように２本線に見
えてしまう。一方、広視野角モードで表示した場合、斜めから見てもこのように画像が二
重に見えることが抑制され、図７のように１本線での表示に見える。
【００２６】
　広視野角モードで表示した画像を正面から見た場合、画像の周囲が明るくなるハローが
視認される可能性がある。しかし、一般的な表示装置でバックライトの局所減光（ローカ
ルディミング）を行う場合に観察されるハローと比較すると、ハローの度合は小さく、視
認される画像の画質への影響は小さいと言える。従って、広視野角モードで表示しても画
面内のコントラスト低下は抑制される。従って、文字やＧＵＩ（Graphical User Interfa
ce）等のようなパターン画像では広視野角モードで表示するのが好ましい。
【００２７】
　一方、図９（Ａ）に示すような自然画像を広視野角モードで表示した場合の見え方を図
９（Ｂ）に模式的に示す。自然画像を広視野角モードで表示すると、元画像（図９（Ａ）
）に対して解像度を低下させた画像を生成して第２液晶パネル１１１に表示させるので、
図９（Ｂ）のようにぼやけたように見える可能性がある。また、各画素を周囲に拡げて生
成した画像を第２液晶パネル１１１に表示するので、全体的に透過率が上がることになる
。そのため、二重液晶の利点であるコントラスト向上の効果が制限される。自然画像の場
合、狭視野角モードで表示して斜めから観察しても二重になっていることが視認されにく
い。また、狭視野角モードで表示すれば、コントラスト向上の効果が低下することを抑制
できる。従って、図９（Ａ）のような自然画像では狭視野角モードで表示するのが好まし
い。
【００２８】
　以上、実施例１によれば、画像が図６のパターン画像のような二重に見えやすい画像で
あるか図９（Ａ）の自然画像のように二重に見えにくい画像であるかに応じて表示モード
を切り替える。二重に見えやすい画像を広視野角モードで表示することで二重に見えるこ
とを抑制することができるとともに、二重に見えにくい画像を狭視野角モードで表示する
ことで二重液晶によるコントラスト向上の効果が低下することを抑制することができる。
【００２９】
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（実施例２）
　実施例２の表示装置について説明する。
　実施例２では、第１画像データが、画像の内容（広視野角モードを適用する画像か狭視
野角モードを適用する画像か）を示す付加情報を含むを想定する。この場合、実施例１の
ように画像解析による画像の種類の判別を行う必要はない。実施例２では、図１０に示す
ように、画像処理部２０２は、図３のステップＳ３０２の代わりにステップＳ４０１にお
いて、第１画像データから画像の内容（種類）を示す付加情報を取得する処理を行う。続
くステップＳ３０３では、画像処理部２０２は、第１画像データから取得した付加情報に
基づき、表示モードを広視野角モード又は狭視野角モードに切り替える処理を行う。例え
ばＨＤＭＩ（登録商標）インターフェースのように、画像信号とともに種々の付加情報を
伝送できる構成では、この付加情報を用いて表示モードを決定することができる。第２液
晶パネル１１１に表示する画像の生成方法は実施例１と同様である。
【００３０】
（実施例３）
　実施例３の表示装置について説明する。
　実施例３では、画像内の領域毎に予め画像の内容（種類）が決まっている場合を想定す
る。この場合、図１１に示すように、画像処理部２０２は、ステップＳ３０１に続くステ
ップＳ５０１において、画像内の領域毎に、対応付けられた画像の内容の情報を取得する
。そして続くステップＳ５０２において、画像処理部２０２は、領域毎に画像の内容に応
じて狭視野角モードと広視野角モードを切り替える。なお、画像内の領域毎に予め表示モ
ードが決まっているとしても良い。この場合、画像処理部２０２は、画像内の領域毎に、
対応付けられた表示モードの情報を取得し、取得した表示モードに基づき狭視野角モード
と広視野角モードの切り替えを行う。
【００３１】
　画面内の領域毎に表示画像の種類が決まっている例としては、図１２に示すような医療
画像用ビューワがある。図１２の医療画像用ビューワでは、画面内に患者のレントゲン画
像を表示する領域Ａと、診断情報を示す文字列やメニューバー等のＧＵＩ（Graphical Us
er Interface）を構成する画像（自然画像でない画像）が表示される領域Ｂ，Ｃがある。
領域Ａには狭視野角モードが対応付けられ、領域Ｂ，Ｃは広視野角モードが対応付けられ
ている。このような画面内の領域の情報や、各領域に対応付けられた画像の種類の情報（
又は表示モードの情報）は、実施例２と同様に画像信号と共に送信される情報を取得する
ようにしても良いし、他の方法で取得するようにしても良い。例えば、実施例１と同様に
画像解析により領域情報及び画像種類情報を判別し、判別結果を記憶装置（不図示）に記
憶させておき、同じレイアウトの画像信号が入力される間は当該記憶させた領域情報及び
画像種類情報に基づき領域毎の表示モードの切り替えを行う。
【００３２】
（実施例４）
　実施例４の表示装置について説明する。
　図１３は、実施例４の表示装置の構成を示すブロック図である。図１との相違点は、ユ
ーザが指示を入力することができる入力部６０２を備えている点である。実施例４の表示
装置は、入力部６０２により、ユーザが所望の表示モードを選択（指定）する指示を表示
装置に入力することができる。画像処理部２０２は、ユーザに指定された表示モードに切
り替える制御を行う。例えば実施例１の制御により自動で選択され適用された表示モード
による表示が観察者の満足するものではなかった場合に、観察者が手動で好みの表示モー
ドで画像を表示させることができる。
【００３３】
　入力部６０２は、さらに、広視野角モードにおいて第２液晶パネル１１１に表示させる
第２画像データを生成する際の画像処理の強度（広視野角モードレベル）を指定するユー
ザの指示を入力することができるようにしても良い。広視野角モードレベルは、例えば、
「強」「中」「弱」「切り」（狭視野角モード）のような複数の段階に設定できるように
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ザの好みでレベルを設定できるようにする。画像処理部２０２は、ユーザに設定されたレ
ベルに基づき、第２液晶パネル１１１に表示させる画像を生成する。
【００３４】
　入力部６０２は、例えば表示装置にＧＵＩを表示させ、キーボードやマウス等の入力装
置により、視野角モードレベルを設定するユーザからの指示入力を受け付ける。また、入
力部６０２は表示装置本体に設けられたボタンやリモコン等によりユーザからの指示入力
を受け付けるようにしても良い。入力部６０２の構成はこれらに限定されない。
【００３５】
　自動選択された表示モードにユーザが満足できないことが考えられる状況としては、例
えば、ポスタリゼーション画像やアニメ画像を表示する場合が考えられる。このような画
像では、観察者は高コントラストでの表示（狭視野角モード）を期待すると考えられるが
、自動判別の場合、判別方法の設定にもよるが、自然画像ではないことにより広視野角モ
ードが選択されてしまう可能性がある。このような場合、実施例４では、ユーザが手動で
表示モードを狭視野角モードに設定できるので、ユーザは好みに合った表示で画像を観察
することができる。
【００３６】
　画像処理部２０２は、ユーザに設定されたレベルが「弱」の場合、図１４（Ａ）のよう
に元画像の画素を拡げる大きさを小さくし、レベルが「強」の場合、図１４（Ｂ）のよう
に元画像の画素を拡げる大きさを大きくする。レベル「強」で生成された画像を第２液晶
パネル１１１に表示させた場合、図１４（Ｂ）に示すように、画面に対する観察角度が大
きくなった場合でも、二重に見えるのを抑制できる。一方、レベル「弱」で生成された画
像を第２液晶パネル１１１に表示させた場合、図１４（Ａ）に示すように、観察角度が小
さい場合に二重に見えるのを抑制できるとともに表示コントラストの低下を抑制できる。
【００３７】
　実施例４によれば、ユーザにとって狭視野角モードでの表示が望ましい画像に対して自
動判別により広視野角モードが選択された場合でも、ユーザが手動で表示モードを設定で
きるので、ユーザの好みに合った表示が可能である。
【００３８】
　以上、本発明の実施例についていくつか具体的に説明したが、本発明はこれらの実施例
に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、上記の各
実施例では表示面側から順に第１液晶パネル１１２、第１液晶パネル及びバックライト１
０１を重ね合わせた構成の表示装置への適用例を説明した。液晶パネルと有機ＥＬ（Elec
tro-Luminescence）パネルを重ね合わせ、有機ＥＬパネルから発せられた光を液晶パネル
で変調して液晶パネルの透過光により画像を表示する構成の表示装置にも本発明は適用で
きる。この場合、第１液晶パネル１１２が第１表示手段、有機ＥＬパネルが第２表示手段
である。狭視野角モードでは液晶パネルと有機ＥＬパネルに同じ画像を表示させ、広視野
角モードでは有機ＥＬパネルに低解像度画像を表示させる。
【００３９】
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【００４０】
１１１：第２液晶パネル、１１２：第１液晶パネル、２０２：画像処理部
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